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 この提案競技募集要項は、「令和８年度地域における外国人住民との交流支援事業伴走支援等業務

委託」の最優秀提案者を選定するための提案競技（以下、「提案競技」という。）について、留意すべ

き事項を定めたものである。提案しようとする者は、以下の事項を十分理解し、提案を行うこと。 

 

１．事業名称 

   令和８年度地域における外国人住民との交流支援事業伴走支援等業務委託 

 

２．事業目的 

 福岡市内における在住外国人は、令和 8 年 3 月末現在で、約 58,000 人となっており、国における特定技

能の対象業種の拡大や、育成就労制度への移行、在留資格の見直し等の動きも踏まえると、今後とも増加が見

込まれる。 

市内約 140 の校区に外国人住民が居住しており、令和６年度の外国籍市民へのアンケートでは、約 7割以

上の方が日本人との交流を希望している。校区においては、令和４年度に実施した自治協議会等へのアンケー

ト結果において、回答した８．９％の校区が、同じ地域でともに生活する地域住民と外国人住民の交流・相互理

解のきっかけとして、校区内での交流事業に取り組まれているほか、14.3％の校区は「今後外国人との交流に

取り組みたい」と回答している一方で、こうした交流事業など地域住民と在住外国人が関わりを持つきっかけ

がないという校区もある。  

こうした状況を踏まえ、本事業においては、今後の在住外国人の増加も見据え、校区における外国人住民と

の交流・相互理解を深める機会の創出を支援することで、相互の理解を深めるとともに、外国人住民の地域活

動への参加を促進することを目的とする。 
 

３ 履行場所 

 総務企画局国際部多文化共生課（福岡市中央区天神 1-8-1）ほか 

  

４ 履行期間 

 契約締結日の翌日から令和 9 月 3 月 31 日（水）まで 

 

５ 提案限度価格 

 2,500,000 円（上限額。消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※提案金額が上限額を超える場合は、失格とする。 

 

６ 内容 

 別紙「仕様書（案）」のとおり 

 

７ スケジュール 

（１）募集開始      令和８年 ４月２２日（水） 

（２）説明会       令和８年 ４月２７日（月）15 時～＠オンライン（Zoom 使用） 

（３）質問締切      令和８年 ４月３０日（木）17 時まで 

（４）質問回答      令和８年 ５月 ８日（金）（予定） 

（５）参加申込締切    令和８年 ５月１２日（火）12 時まで 

（６）提案書提出締切   令和８年 ５月１９日（火）12 時まで 
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（７）プレゼンテーション 令和８年 ５月２５日（月）予定 

（８）事業者決定     令和８年 ５月２６日（火）予定 

（９）契約締結日     令和８年 ５月下旬 

 

８ 提案競技に参加するために必要な資格 

  次の各号に掲げる資格（以下「参加資格」という。）を有する者でなければ、この提案競技に参

加することができない。 

（１）地方自治法施行令第 167 条の４に該当する者でないこと。 

（２）この提案募集の公示日から最優秀提案者決定の日（最優秀提案者がなかったときは、この 

提案競技の終了を宣言した日）までの間に、福岡市から福岡市競争入札参加停止等措置要

領（以下、「措置要領」という。）に基づく、競争入札参加停止の措置又は排除措置を受けて

いる期間がある者でないこと。 

※措置要領が掲示されているホームページアドレス 

https://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/law/index.html 

（３）この提案募集の公示日から最優秀提案者の決定の日（最優秀提案者がなかったときは、こ 

の提案競技終了を宣言した日）までの間に、措置要領別表第１、第２及び第３の各号に規定

する措置要件に該当しないこと。 

（４）市町村税を滞納していない者であること。  

（５）消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

（６）会社更生法に基づく更生手続き開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定がな

され、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）、民事再生法に基づく再生手続開始の

申立てがなされている者（再生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受け

た者を除く。）、破産法に基づく破産手続き開始の申立てがなされている者又は会社法に基づ

く特別清算開始の申立てがなされている者、手形交換所による取引停止処分を受けている者

その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

（７）福岡市暴力団排除条例に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有さ

ない者であること。 

（８）複数者による共同提案（以下「JV」という。）の場合は、すべての事業者が（１）～（７）

のすべてを満たし、本提案競技への単独又は他提案者との共同提案を行っていないこと。 

   ※なお、最優秀者に選出された場合であっても、契約締結までの間に、措置要領別表 

第 1、第 2及び第 3の各号に規定する措置要件に該当した場合又は福岡市に提出した 

書類又は電子ファイルに虚偽の記載をし、若しくは重要な事実について記載をしな 

かったことが判明した場合は、契約の相手方としないことがある。 

 （９）令和３年度（2021 年度）以降、地域からの相談、企画、運営、実施までを通して、柔軟に

サポートできるよう、地域住民と在住外国人との交流活動を実施・支援した実績を複数有し

ていること。 

（10）公民館や自治協議会等活動に従事（職員、役員等）した実績を有する者、若しくは公民館や

自治協議会等を対象とする事業の主たる担当者として従事した実績を有する者を本委託業務

の業務遂行責任者として従事させることができること。 

 （11）地域における交流活動の運営支援において、活動に参加する講師（在住外国人コミュニティ

に属する人や外国人支援団体関係者など）との調整等の支援ができるよう、こうした協力を
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得られる関係者、関係機関とのネットワークを有していること。 

 

９ 説明会 

 次のとおり、提案競技に関する説明会を開催する。なお、説明会に参加しない事業者への個別説

明は、実施しない。（説明会に参加しない場合も、参加申込可とする。） 

 

（１）日時・開催方法 

  令和 8年 4月 27 日（月）15:00-16:00 ※オンライン会議システム（Zoom）により開催する。 

（２）申込 

説明会の参加を希望する者は、4月 24日（金）15 時までに、①団体名、②参加者名、③連絡

先を記載し、本募集要項「18 提出先・問合せ先」へ電子メールアドレスにて申し込みを行うこ

と。4月 27 日（月）11時頃、電子メールで、Zoom ミーティング URL を送付する。 

 

10 質問の受付及び回答 

  提案を行うにあたり疑義が生じた場合は、「質問書（様式２）」に記載の上、令和 8年 4月 30日

（木）17 時までに、本募集要項「18 提出・問い合わせ先」の電子メールアドレス宛に送付し、受

信確認のために、質問書を提出した旨を電話で連絡すること。質問に対する回答は、令和 8年 5月

8日（金）に、福岡市ホームページへ掲載する（予定）。 

 

11 提案競技参加申込 

 本提案競技に参加を希望する場合は、参加資格を確認し、下記の書類を提出すること。 

 （１）提出期限・提出方法 

    令和 8年 5月 12 日（火）12 時までに、「18 提出先・問合せ先」に郵送（必着）または 

持参すること。 

※（２）提出書類で②～⑨を免除される者は、①のみ電子メールで送付してもよいが、 

 提出した旨を提出期限までに電話で連絡すること。 

    ※郵送による場合は、書留郵便と同等のものとすること。 

 

 （２）提出書類（各１部） 

   下記のうち、②～⑤については、提出日前 3か月内に発行された原本を提出すること。なお、

「福岡市・水道局・交通局競争入札資格者名簿」または「福岡市・水道局・交通局特定調達契

約等に係る競争入札有資格者名簿」に登載されている者であり、当該登載の有効期間内にこ

の提案募集の公示日または提案競技参加申請期限日が含まれている者にあたっては、②～⑨

の提出を免除する。 

  ①提案競技参加申込書（様式１） 

②登記事項証明書 

   注１）法務局発行の現在事項全部証明書を提出すること（履行事項全部証明書も可） 

  ③身分証明書及び登記されていないことの証明書（個人の場合） 

   注１）本籍地の市区町村発行の身分証明書（市区町村によっては「身元証明書」という 

      名称で取り扱っているところもある。）を提出すること。なお、身分証明書とは、 

      後見登記、破産等の通知を受けていないことを証明するものである。 
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   注２）法務局又は地方法務局発行の登記されていないことの証明書を提出すること。なお、

登記されていないことの証明書とは、成年被後見人、被保佐人等の登記がされていな

いことを証明するものである。 

  ④市町村税を滞納していないことの証明書 

   注１）福岡市内に本店または支店・営業所等を有する事業者は、福岡市発行の納税 

証明のうち「市税に係る徴収金（本税及び延滞金等）に滞納がないことの証明」が 

なされているものを提出すること。 

   注２）上記以外の事業者は、所在地市区町村発行の証明書で、直近 2 年分の市町村税 

の滞納がないことが確認できるものを提出すること。 

  ⑤消費税及び地方消費税納税証明書 

   注１）本社所在地の所轄の税務署発行の証明書を提出すること。 

   注２）証明書の種類は「納税証明書（その３）」を選択すること（「その３の２」「その３の３」 

も可）。 

  ⑥委任状（様式３） 

   注１）本提案競技の案件にかかる本市との取引を代理人（支店長、営業所長等）に行わせる

場合は、提出すること。 

  ⑦誓約書（様式４） 

   注１）代表者の所在地、商号または名称、代表者役職名、氏名を記入し、印鑑は実印 

を使用すること。 

  ⑧役員名簿（様式５） 

   注１）代表者及び役員（⑤委任状を提出する場合は代理人（支店長、営業所長等）を含む）

の氏名、フリガナ、生年月日、性別を記入すること。 

   注２）記載された情報は、福岡市の事務事業から暴力団を排除するために、福岡県警察本部

へ照会することに使用する。 

   注３）役員とは、株式会社、有限会社の取締役、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、

公益法人、協同組合、協業組合の理事をいう（監査役、監事、事務局長は含まない）。 

  ⑨直近の決算 2 年分の財務諸表の写し 

   注１）法人の場合は、直近決算 2 年分の賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書 

の写しを提出すること。 

    注２）個人の場合は、「個人用財務諸表（様式６）」をもとに作成のうえ提出すること。 

   ⑩「同種又は類似業務の実績表」（様式９） 

当該業務と同種または類似業務の実績について、様式９「同種又は類似業務の実績表」を提

出すること。 

 

（３）留意事項 

   JV として、参加する場合は、代表事業者を決定し、協定書（様式７参照）を作成のうえ 

書類をとりまとめて提出すること。 

 

 （４）提出先 

本実施要領「18 提出・問い合わせ先」参照 
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（５）参加申込辞退届の提出 

   提案競技参加申込書の提出を行った者のうち、やむを得ない事情により提案競技への参加

を辞退する場合は、「11 提案競技参加申込書の提出」における「（１）提出期限・提出方法」

への提出方法に準じ、速やかに「参加申込辞退届（様式８）」を提出すること。 

 

12 企画提案書等の提出 

 （１）提出期限 

     令和 8年 5月 19 日（火）12 時まで 

 

 （２）提出書類 

     書類は、下記の①②を一つにまとめて提出すること。 

   ①企画提案書 

    「資料２ 提案書作成要領」に従って作成すること。 

   ②見積書 

    ※A4 サイズで業務ごとの積算内訳を記入。 

※事業者名の記入、押印なし。参加申込締切後に、本市から連絡する「仮の提案者名（提 

案者 A等）」を記載すること。 

 

（３）提出方法及び提出部数 

   ①提出方法 

    本要項「18 提出・問い合わせ先」へ提出書類を郵送（締切日時必着）、又は持参するこ

と。併せて、電子メールで電子ファイルを送付すること。 

    ※郵送の場合は、書留郵便と同等のものに限る。 

   ②提出部数 

以下ア～オをすべて提出すること。ア～ウは郵送または持参にて提出すること。併せて、

エ～オは電子メールで提出すること。 

    ア．企画提案書【紙】（事業者名・押印なし）  ７部 

    イ．見積書【紙】（事業者名・押印なし）  ７部 

    ウ．見積書【紙】（事業者名・押印あり）  １部 

    エ．企画提案書【電子ファイル】（事業者名・押印なし） 

    オ．見積書【電子ファイル】（事業者名・押印なし） 

13 審査 

  企画提案書を提出した者のうち、参加資格をすべて満たしている者（以下、「参加資格を満たす

提案者」という。）を対象に、以下のとおり本業務委託の受託者委員会（以下、「審査会」という。）

を行う。なお、参加資格を満たす提案者が１者のみの場合も、同様に審査会で審査を行うものとす

る。 

（１）一次審査（書類審査） 

参加資格を満たす提案者が多数である場合は、提出書類をもとに書類審査を行い、二次審査 

  （プレゼンテーション）参加対象者を選抜する。二次審査参加対象者は概ね３社程度とする。 

※一次審査の有無については、令和８年 5月 13日（水）16 時頃電子メールで通知し、実施し 

    た場合の結果については、令和８年 5月 20 日（水）に電子メールで通知する。 
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（２）二次審査（プレゼンテーション及び質疑） 

   ①日時・場所 

    令和８年 5月 25 日（月） 

   ※時間・場所の詳細については、参加資格を満たす提案者（一次審査を実施した場合は、一次

審査を通過した者）に対して、令和８年 5月 20日（水）に電子メールで通知する。 

   ②実施方法 

    ・プレゼンテーション及び質疑応答による方法とする。 

    ・プレゼンテーション及び質疑応答の時間は、１者につき 25 分とし、プレゼンテー 

ション 15分間、質疑応答 10 分間とする。 

    ・プレゼンテーション及び質疑応答は、企画提案書、見積書に基づき行うものとする。 

    ③参加者 

     ・１者につき２名まで参加できるものとする。 

     ・プレゼンテーションにあたっては、本委託業務を主に担当する者が自ら行うこと。 

 

 （３）審査基準及び最優秀提案者の決定方法 

   ・市が設置する審査会で審査を行う。（審査結果を踏まえ、最優秀提案者を決定する。） 

   ・審査会は、審査基準（資料３）に基づき、企画提案書、見積書、プレゼンテーション及び質

疑応答の内容を踏まえ、最も得点が高いものを最優秀提案者とする。 

 

（４）審査結果 

    令和 8年 5月 26 日（火）に、企画提案書を提出したすべての者に対し文書で通知するとと

もに、最優秀提案者及び次点提案者については、福岡市ホームページで公表する。 

 

14 最優秀提案者決定後の手続き 

  最優秀提案者と提案内容をもとに、最終的な仕様等を決める協議を行い、契約内容詳細につい

て合意に達した後、業務委託契約の手続きを行う。なお、契約締結に至らない場合は、次点提案者

と業務委託契約手続きのための協議を行う。 

 

15 失格要件 

  以下のいずれかに該当する場合は、失格とすることがある。 

  (１)条件を満たさない提案を行った場合 

  (２)提出書類に虚偽があった場合 

(３)審査員等に対する不当な行為が認められた場合 

(４)契約手続に向けた必要な手続きを行わない場合 

 

16 留意事項 

(１)提案に係る一切の費用は、提案競技へ参加する者が負担するものとする。 

(２)審査結果に関する質問には一切回答しないものとする。 

(３)選定された提案は、福岡市との協議により、内容の変更を求めることがある。 

(４)提出された企画提案書の内容は、契約を締結した際に提案者が責任をもって必ず履行でき   
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  る内容とすること。 

(５)提出物は返却しない。なお、契約に至った場合に活用する他は、業者選定以外の目的で提案 

者に無断で使用することはない。 

(６)企画提案書提出後において、最優秀提案者の選定までの間は企画提案書に記載された内容の 

変更は認めない。ただし、明らかな誤字・脱字等の場合は、この限りではない。 

 (７)本委託業務の全部を第三者に再委託することは禁止する。 

(８)その他、本募集要項に定めのない事項については、福岡市において定める。 

 

17 添付資料 

【 資 料 】 

資料１  仕様書 

資料２  提案書作成要領 

資料３  審査基準 

【 様 式 】 

  様式１  提案競技参加申込書 

  様式２  質問書 

  様式３  委任状 

  様式４  誓約書 

   様式５  役員名簿 

   様式６  個人用財務諸表 

  様式７  コンソーシアム協定書（例） 

  様式８  参加申込辞退届 

  様式９  同種又は類似事業の実績表 

 

18 提出先・問い合わせ先 

  福岡市総務企画局国際部多文化共生課 吉弘、遠藤 

  〒810－8620 福岡市中央区天神 1-8-1 福岡市役所本庁舎 8階 

         Tel: 092-711-4022 Fax: 092-733-5597 

             E-mail: tabunkakyousei.GAPB@city.fukuoka.lg.jp 
 


